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General review on tuberculosis surveillance was made to promote for its understanding and 

cooperation. Definition of tuberculosis surveillance, its history of development and its compornents 

and functions were introduced. The concept of annual risk of tuberculosis infection was introdu-

ced, too.

In Japan, BCG coverage is so high (approximately 80% in infants at four years of age) that 

it is very difficult to get the representative results of tuberculin survey in children without BCG 

scar. As BCG coverage was very low in Okinawa Prefecture because of the difference in 

tuberculosis control policy during the occupation period by United States until 1971, the results of 

the Prevalence Survey in Okinawa Prefecture could be used for analysis to know the annual risk 

of infection. Repeated tuberculosis prevalence surveys in Japan and Okinawa Prefecture showed 

that the tuberculosis situations were similar with each other. So, the annual risk of infection in 

Okinawa Prefecture might possibly be used as the estimate of all Japan. Indirect estimate of 

risk of infection from incidence of smear positive cases, incidence of tuberculous meningitis in 

infants 0-4 years of age, etc., revealed that the risk of infection estimated from figures in 

Okinawa is not so much biased from the real figure of the risk of infection of all Japan.

Comparison of risk of infection of Japan with those of other countries indicated that the 

tuberculosis situation in. Japan has improved as fast as in many developed countries in recent 

years.

I.　 サーベイランスの定義

1.　 サーベ イランスの定義

伝染病対策 はQuarantineか らSurveillanceへ 移 りつ

つある。流行地か ら入港 して来た船を文字 どお り40日間

停泊 させ て流行病 の侵入 を防 いだ時代,発 生 した患者 の

隔離 と海空港検疫 を中心 とした時代 か ら,サ ーベイ ラン

ス体制 を整 え,病 気の発生前 か ら対策 を行 ない,発 病 を

予防す る時代に進 んで きた といえ よう。診 断方法の進歩

や疫学的研究 の発展が,こ の よ うな体制 を とることを可

能 としたのであ る。

1968年 にWHOは,伝 染 病のサーベイ ランスを 「平常

時防疫に重点を置いた,伝 染 病予防対策 の樹 立 と評価 の

ため の組織的,継 続的な活動」 と定 義す る こ と を提 唱

し1),伝 染病についてサ ーベイ ランス体制を整 え ること

の重要性を強調 した。 これ以後,サ ーベイ ランスについ

ての関心が世界各国 で高 ま り,各 種の伝染病対策 として

サ ーベイランス体制を確立す るための努力が続け られて

きた。

2.　 結核 サーベ イランスの発展
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結核の分野では,サ ーベイ ランス とい う言葉は使 われ

なかつたが,デ ンマー クの中央 登録制 度2)が 実質的 なサ

ーベイ ランスの最初 であろ う。 デンマー クでは1953年 に

結核 中央 登録制度 が確立 した。 ここには1949年 の全 国的

なBCGキ ャンペー ンの成績,1950～52年 の結核集 団検

診 キ ャンペーンの成績 も入 力され た。そ の後 も登録に関

す るデー タは常 に入 力され,こ のデータの分析に基づい

て適切 な結核対策が行 なわれ てきた ので,実 質的なサ ー

ベイ ランスの仕事が始 め られた といつ て よいだ ろ う。

オ ランダそ の他,登 録制度が完備 した国 では,同 じ頃

に同様 の意味 でサ ーベイランスが始め られた といつ てよ

い と思 う。

1966年 には,WHO,IUATお よび オランダな ど数 ヵ

国が協力 して,「結核サ ーベイランス研究委員会TSRU」

が組織 され,結 核サ ーベイランスの実施のために,ど う

い うデータを集めれば よいか,ど の よ うな分析をすれば

よいかな どについ て,系統的な研究が開始 され た。TSRU

の研究は,最 初,結 核問題の大 きさを把握す るための信

頼 できる指標を確立す ることにその努力を集中 し,次 い

で,結 核患者発見方法の評価について検討を行ない,優

れた多 くの業績3)4)を あげて きた ことは よ く知 られ てい

るとお りであ る。

1971年 には これ らの研究を受けて,国 際結核 サーベイ

ランスセンターがオ ランダに設置 され,モ ロッコ,ウ ガ

ンダな ど多 くの国 々の感染危険率を明 らかに した。1973

年には西 ドイ ツのパパ リア州に結核 サーベイ ランス協議

会が作 られ,フ ランスで も検討を開始す るな ど,結 核 サ

ーベ イランスは研究の段階か ら日常業務への移 行がみ ら

れ るよ うになつ た。

わが国では,1973年 の結核 予防審議 会の答申で 「サー

ベイランス体制の確 立」の必要性が は じ め て提 唱 され

た。結核研究所では,1975年 か ら厚 生省特別 研究費の補

助を受け,結 核サーベイ ランス体 制の確 立に関する研究

を開始 した。 この研究の一部 として,1976年 に沖 縄県結

核サ ーベイ ランス実施研究会が発足 して,実 際の仕事 を

開始 した。 また,1977年 には愛 知県 に結核管理研究会 と

い う同様の組織が設置 され,わ が国で も実施 の段階 に入

つた といつて よいだろ う。

なお,上 述のTSRUに は,わ が国 も1977年 よ り加入

し,ヨ ーロッパ諸国 と並 んでサーベイ ランスの研究 を推

進 している。

3.　 結核サーベイランスの定義

結核サーベイ ランス とは,フ ィール ドデー タを継続的

に集め,分 析 して,i)そ の集団の結核問題全体 の大 き

さを明 らかに し,ii)結 核対策 で用 い られ てい る方策 の

効 果を評価 し,並)必 要 に応 じて,そ の改善,政 策 の変

更 を勧告す る ことである。 したがつ て,結 核サ ーベイラ

ンスは,結 核対策 に密接 に結びついた ものであ り,結 核

対策 の一部 をなす ものであ るといえ よ う。

結核サ ーベイランスとい うと,ま ず結核感染危険率が

語 られ,数 多 くの統計や数式を連想 し,最 後には コンピ

ューターを用いた疫学 モデルを頭に画 く。確 かに,こ れ

らはすべ て結核サ ーベ イランスの仕事に含 まれ,そ の重

要な一部 であ る。 しか しサーベイ ランスは,こ の よ うな

特殊な仕事だけではない。 更に重要 な ことは,サ ーベイ

ランスは効果的な結核対 策の一部 であ り,結 核 の予防,

診断,治 療のいずれ の分野で結核対策 に携 わ る人に とつ

て も,結 核対 策に関係 してい る限 り,直 接,間 接,結 核

サーベイ ランスに関係 した一部 の機能 を担つ ている とい

うことであ る。 なぜ な ら,結 核 サーベイ ランスは,対 策

を よ り有効に行な うために必要 な 「行動 のための情報」

を集め,こ れ を分析 して,よ り有効 な 「行動 のため の情

報 」を与えて くれ るものだ か らである。

4.　 結核サーベイランスの機能 と内容

サーベイ ランスは,i)適 切 な情報 の収集ii)そ の整

理 と分 析,鉛 結果 の迅速 な配布 の3つ の機能を持たね

ば な らない。

結核 サーベイ ランスの内容 は,そ の集団 の結核対策 の

状況 に よつ て異 なつた ものとなる。そ の内容は次 のよ う

に整理 され よう。

(1)結核対策樹立 の段階 では,国 の結核問題全体 の大 き

さを把握す るために必要 な情報を得 ることが重要な仕事

となる。

(2)結核対策 の実施段階 では,

i)　結核問題 の推移を正確,迅 速に把握す るための

情報 と,

ii)　結核対策 のそれぞれ の方策について正確に評価

す るこ とが できる情報を集め,

iii)　これ に よつ て,対 策 の改善,再 編成についての

提案 を必要 に応 じて行なわなければな らない。

(3)　結核対策が中止 された場合で も

i)　結核問題につい ての正 しい情報を継続的に入手

し,

ii)　必要に応 じて,別 の対策の実施を提案 しなけれ

ばな らない。

この ように,結 核対策に着手 しよ うとして い る 国 か

ら,対 策が終了 した国 まで,そ れぞれの段階に応 じて,

結核サ ーベイランス体制を確立 し,維 持 してい くことが

必要 となる。 したがつて,結 核サ ーベイ ランスは,人 的

に も,設 備の うえか らもで きるだけ簡単な ものであ り,

フ ィール ドデータも可能な限 り簡単 な もの とし,日 常 の

正常業務か ら容易に得 られ る正確 なデー タを集め,分 析

して,結 核サーベイ ランス体 制を確 立 し,維 持 してい く

ことが望 まれ る。

国単位で考え るか,都 道府県単位 か,あ るいは保健所

段階で考え るかに よつて,結 核 サーベイ ランスの具体的
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方法は変わつ て くる。 しか し,集 めなければな らない情

報は,い ずれ の単位 で考え るに して も同様であ り,わ が

国では,結 核対策 の実施段階 の項に記載 された諸項 目と

なる。

したがつ て,i)結 核問題は どのよ うに推移 してい る

か,減 少 の速度は鈍つ ていないか,ii)現 行の結核対策

は効果 をあげ て い る か,結 核 まん延状況が改善 した現

在,改 め るべ き方策 は何か,鋤 ど う改 めるべ きか,の

3項 目を常 に検 討 して明 らかに し,実 施 にまで もつ てい

くことが,現 在 のわ が国での結核 サーベイ ランスの業務

とな る。

II.　結核問題の大 きさの推定方法

1.　 従来 の考 え方

結核対策 をすす めるためには,そ の国または社会 の結

核 問題 の大 きさを正 しく把握す る こ とが ま ず必要に な

る。結 核 まん延状況 に応 じた対策 をすす めなければ な ら

ない し,結 核 問題の大 きさの推移 をみ ては じめて結核対

策 の評価 が可能 にな るか らであ る。 このために,従 来 は

新 発生率,有 病率,死 亡率 な どの指標が基本的指標 とし

て用 い られ てきた。

罹患率(新 発生率)は,新 登録 率 として,先 進 国では

一応 知 ることがで きる。 しか し,新 登録率 は,届 出率,

結核診断基 準に よつて直接大 きな影響 を受け,患 者発 見

方策を熱心にすすめたか否 かに よつて も変動す る。疫学

的に重要な塗抹 陽性患者の新 登録率を指標 とすれば,診

断基 準の統一 をはか ることはで きるが,そ れ で も,菌 検

査率,検 査の技術水準,届 出率,患 者発 見方策 の実施 率

な どに影響 され ることには変わ りはない。

わが国で1953年 以来,5回 行なわれ てきた結核実態調

査は,有 病率を知 るための最 も正確 な方法 といえ よう。

しか し,そ の実施には莫大 な人手 と費用 を要す るため,

繰 り返 しの実施は難 しい。 ことに有病率が低 くな ると,

調査は極めて困難であ る。 その うえ,診 断基準 に よ り大

き く影 響 され ることは罹患率 と同様であ る。 また,そ の

時点での結核問題の大 きさよ り,数 年前 か ら発 見され て

きた患者の プールの大 小に よつて有病率 は大 き く影響 さ

れ るとい う欠点 ももつてい る。

実態調査 とい う方法 を用 いないで も,登 録 患者数か ら

有病率を知 ることもでぎるが,こ の場合 には,上 述 の因

子の他に,患 者発見率 と届 出率に も影響 され る こととな

る。

これ らの指標 は,今 で も重要 な指標 である ことは間違

いない。 しか し同時に,先 進 国で も正確 な罹患率,有 病

率を知 ることは極めて困難であ り,こ とに国 と国 との比

較や暦年比較は,こ れ らの指標だけではほ とん ど不 可能

になつ てきた こともまた事実 といわねばな らない℃

発病に比べれば,死 亡は厳 然た る事実 なので,報 告 洩

れは少ない と考え られ る。診断の問題は残 され るに して

も,多 くの国で古 くか ら死亡統計は とられてい るので,

結核問題の大 きさを知 る重要な指標 として,結 核死亡率

が長年用い られて きた。

化学療法が進歩す る以前には,結 核死亡率は罹患率や

有病率 とも比較的 よ く相 関す る指標 であ つ た。Styblo5)

に よれば,化 学療法以前 の欧州諸国の統計では,

結核死亡率=
1

/2(塗 抹陽性罹患率)

=1/
4(塗 賜 肺 病率)

とい う関係が成立 し,比 較的 よ くあ ては ま つ た と い

う。

化学療法時代に入 ると,患 者発見,治 療の進歩 と普及

の度 に よつ て,こ の関係は大 き く変化 した ことは想像に

難 くない。わが 国では1959年 以来,5年 ごとに結核死亡

調査6)が 行 なわれ てい る。 この成績 でみ ると,表1に み

る ように,1954年 に結核死 とされた結核患者 の88.2%は

死亡時に排菌陽性 であつたが,1974年 には45.0%の みが

陽性 であつ た。つ ま り,1974年 には,結 核死 とされた者

の半数以上 は,肺 病変そ のものは落ち着い て排菌陰性に

なつ ていたが,心 肺機能不全 などのために死亡 した とい

う成績 である。 こ うしてみ ると,結 核死亡は,率 が減少

した だけ でな く,そ の内容 も変化 してい るこ と に 気 づ

く。

どんな例 を結核死 とす るか,一 応世界的に統一 した見

解が と られ てい ることはい うまでもない。 しか し現実に

は,結 核死 の質的変化 のため,各 国の結核死亡率の比較

Table 1. Bacteriological Status of the Patients before Death died of Tuberculosis 

in National Sanatoria or Chest Hospitals
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はなかなか難 し くなつて きてい るといえ よ う。 まして,

暦年比較に よ り結核問題の大 きさの推移を結核死亡率か

らみ ることは,以 前に比べ ると困難になつて きた といわ

ざるをえない。

2.　 結核感染危険率の概念の導入

結核対 策の 目的は,結 核 の感染伝 播の環 を絶 ち切 るこ

とにあ る。 もし毎年 の感染 率を継続 的に知 る ことが でき

れ ば,結 核対策 の効果 を直接 測定 する ことができる こと

にな る。

しか もこの場 合には,罹 患率 の ように,結 核対策 を熱

心 に実施す る と一時的 に罹患率が高 くなつ て しま うとい

うような矛盾 はお こらない。 このた め,結 核対策 の評価

には極 めて有効 な指標 となるだ ろ う。そ の うえ,ツ ベル

クリン反応 とい う比較的簡単 な検査 の成績を分析す るこ

とに よつ て感染率を知 りうるので,国 に よる差異や,時

代に よる差異は少 な くてすむ。

この ような考えか ら,Stybloを 中心 とす るTSRUの

グループに より,感 染危険率 とい う概念が結核疫学に導

入 され,そ の計算方法や応用につい ての広範 な研究7)が

展開 され てきた。

感染危険率 とは,結 核に未感染の人が1年 間に感染を

受け る確率の ことであ る。

感染を受けたか否かは,ツ ベル ク リン反応に よつ てわ

か ると考え られ てい る。 しか し,実 際には,な お多 くの

問題が残 されてい る。(1)全年齢でみれば,排 菌陽性者で

も2.2%の 偽陰性がみ られ る8)な ど,感 染者で も陰性,

疑陽性を示す こともあ ること,(2)偽 陽性 もかな り認め ら

れ ること,(3)非 定 型抗酸菌 感染 を除外で きない こと,(4)

BCG接 種 に よる反応 を区別 で きない こ と,(5)感 染 者の

ツ反応 の経 時的変動 について もなお充分な知識 を持 つて

いない ことな どであ る。 したがつて,ツ 反応 に よつて簡

単 に感 染率がわか ると考 え るのは楽観 的す ぎるといわ ね

ばな らない。

年 齢階級別 ツ反応 陽性率が明 らかに され て も,こ の成

績か ら感染 危険率を計算す る方法 に も多 くの問 題が残 さ

れ てい る。一定年齢 の ツ反応 陽性 率は,生 まれ てか らそ

の年 齢にな るまでの累積感染 率であ る。感染危 険率 は暦

年 に よつて異な り,性,年 齢 に よつて も異なつ ている。

しか し,こ れ らの変動 因子をすべ て考慮 して,感 染危険

率を計 算す る方法 はまだ確立 していない。

感染 危険 率は年ね ん対数 的に減少 している ことは,オ

ラン ダの成績 か らほぼ確か といえ よう。 このため,年 齢

に よる感染危険率 の変動 を無視 し,例 えば0～14歳 の間

では感染危険率 は同一 であ り,感 染危険率 は暦年経過 に

ともなつ て対数的 に減少 または増加す ると仮定 して計算

され た値が,現 在広 く用い られ て い る感染危険率 であ

る。

感染危険率 の年齢に よる変動につい ては,さ まざまな

成績 が報告 され ている。年齢 との関係 は社会的要 因に よ

つ て影響 され る と考 え られ るので,年 齢に よる変動 のパ

ターンは国に よつ て異 なるか もしれ ない。いずれ に して

も,暦 年変動 と年齢変動を 同時に考慮 して感染危険率を

計算す る方法 は未だ確立 してい ない。 こ の た め,最 近

は,年 齢別 の感染危険率 の変動につい ての研究が盛んに

行なわれ ている。

3.　 わが国の感染危険率

わが 国ではBCG接 種が広 く行なわれ てい るため,ツ

反応を行 なつ ても結核感染 の有無はわか らない。 このた

め,年 齢階級別 の感染率 さえ も,長 く不明の ままであつ

た。

わが国 の感染危険率をあ る程度明 らかに した9)の は,

1968年 に行 な わ れ た沖縄県結核実態調査 成績10)であつ

た。当時,沖 縄県の結核有病率は1.50%で,同 年の全国

の結核実態調査の有病率1.49%と 変わ らなかつた。 その

うえ,米 国の 占領下にあつた沖縄では,米 本土 と同様に

集団的なBCG接 種が行 なわれ ていなかつ たので,ツ 反

応に よつて年齢階級別 ツ反応 陽性率を知 るこ と が で き

た。 この成績か ら,Stybloの 方法の変法に よつて,わ が

国の感染危険率を計算 した ものが,表2で あ る。

この成績に よれば,わ が国の感染 危険率は1978年 には

お よそ0.13%,感 染危険率の年 間減少率は約11%と され

た。 この成績か ら,1978年 の年齢 階級別結核感染 率を計

算す ると,表3の とお りであ る。小学校 入学 時に結核 に

感染 してい る者は1.2%,中 学卒業 時には5.0%,20歳 で

9.0%と い う成 績であ る。 また1950年,1960年,1970年,

Table 2. Annual Risk of 

Tuberculosis Infection 

in Japan
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1980年 生れ のコーポル トについて,25歳 にな るまでに結

核に感染す る率を計算11)すると,そ れ ぞれ21%,8%,3

%お よび1%と な る。1970年 以後に生 まれ た子供 たち,

今後わが国 で生 まれ る子供た ち は,95%ま では一 生の

間,結 核に感染 しないですむだ ろ うと推定 され るわけで

あ る。

これ らの成績は,1968年 に行なわれた沖縄県結 核実態

調査成績 の分析結果に基づ くものであ る。 これ を,全 国

に拡張 して考え てよいか否かは,残 された問題の一つ と

いえ よう。 しか し,全 年齢につい て直接撮影を行なつて

調査 した1968年 結核実態調査成績の年齢階級別有所見率

か ら,「X線 像上 に痕を残す よ うな強い 感染の 感染危険

率」 を計算 した成績は,沖 縄県 の感染危険率を全国にあ

てはめて も,大 きな誤 りとはな らない とい う成績12)であ

つ た。

また塗抹陽性患者 の新発生率 を,Stybloが 世界各国の

結核指標 の比較 の結果作成 した表13)と比較 して,間 接的

に感染危険率 を推定 しても,ほ ぼ同様の成績 であつた。

したがつ て,細 かい数字 には問題が残 され てい るが,

上述 の感染危険率 を全 国にひきのば して考 えても,大 き

な誤 りをおかす ことには な らないと考え られた。

4.　 各国の感染 危険率 の比較

今の ところ,「感染危険率 は年ね ん対数的 に減少 ま た

は増 加 し,年 齢 に よる差 はない」 とい う仮定 の うえで感

染 危険率が計算 され ているのが大部分 であるこ とはす で

に述べた。 各国の感染危険率7)14)と,そ の減少率をみ る

と,図1の とお りであ る。

これ らの年 間感染危険 率の計算 の基礎 となつ た集 団の

年 齢は異なつてい るし,ツ 反応 の手技 も同 じではないの

で,こ の図の値をその まま用 いて各 国間の細 かい比較 を

す ることには多少の無理があ るだろ う。 しか し,各 暦年

の感染危険率を比 較すれ ば,そ れ ぞれ の国の結核 まん延

状況の大 要を推定 す ることができる。 そ して,わ が国が

今 では,「 結核が少な くなつた国」の仲間に入つ て い る

ことも,こ の図か ら理解で きるだろ う。

この図か ら明 らかにな ることで,更 に重要 な ことは,

感染危険率の年間減少率を比較す ることに よつて,各 国

の結核問題の減少速度,あ るいは結核対策 の総合的な効

果を比較す ることがで きることであ る。 よ り有効な結核

対策が行なわれ るほ ど,年 間減少率が大 き くな るので,

対策の評価を数量化 し うる点は,感 染 危険率の大 きな特

徴の一つ といえ る。

また更に,年 間減少率が この まま将来 も続 くと仮定す

れば,一 定暦年 の年齢階級別 ツ反応陽性率を 計 算 し た

り,一 定暦年生れの コーポル トが,各 年齢にな るまでの

感染率を計算す ることがで きる。 この よ うに,結 核対策

の基礎に なる極め て有益な情報を提供 して くれ る こ と

も,感 染危険率 の大 きな長所 といえ よ う。

結核感染危険率 とそ の推移が正 し く把握で きれば,(1)

現状を正 しく認識 し,(2)他 の国 々や過去 との比較が可能

とな り,(3)現 在 の結核対策を直接評価す ることがで き,

(4)更に,将 来予測,(5)あ るいは,こ れに応 じて対策の改

善 も準備 できることとな る。 したがつ て,結 核対 策を正

しい基盤 の うえに樹立す るために,結 核感染危険率は極

めて重要 な指標 であ るといえ よ う。

5.　 わが国の今後の問題

わが 国では現在,1968年 の沖縄県結核実態調査成績の

分 析か ら得 られた感染危険率を,全 国の代表値 として用

いている ことはす でに述べた とお りであ る。感染危険率

と,そ の年間減少率 は,結 核 まん延状況を把握す るため

に極 めて重要 な指標 であ る。今後,更 に信頼度の高い成

績 を得 る こと,し か も,継 続的に得 られ るよ うな方策を

考 える ことは,極 め て重要 な課題 といえ よ う。

一つ の方法 は,BCG接 種を行な う前の乳幼児の ツ反

応成績 を全 国的に集 めて分析す ることであ ろ う。 しか し

実際には,現 在 の感染危険率 で も,BCG初 接種年齢 の

ツ反応 陽性率は低 く,誤 差が大 き くな り,信 頼性に乏 し

い成績 しか得 られ ない ようである。

また別の方法は,何 らかの理由でBCG接 種率が低い
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Fig.1. Estimates of annual risk of tuberculosis infection in various countries7)14),

地域 での ツ反応成績 を分析す る方法 であ る。現在われわ

れ は沖縄県 でのツ反応成績 の分析をすすめてい る。 しか

し,こ の値が全国の値を代表 し うるか否か,依 然 として

問題は残 され てい るといわねばな らないだろ う。

最後 の方法は,TSRUが 提唱 してい るよ うに,一 定地

域 あるいは一定 コーポル トを,感 染危険率を知 るための

集団 と して,意 識的に残 してお く方法であ る。現在 では

予防投薬が可能なの で,こ の方法は論理的に も,倫 理的

に も,可 能な方法 であ ろ う。実施に際 しては,第3者 も

含 めた委員会 の設置 など,慎 重な対応が必要であ ること

はい うまでもない。

いずれに しても,正 確な感染危険率を継続的に知 るた

めの方策を確立す ることが強 く望 まれ る。
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